
○ 二輪車等※の軽自動車税について、所有者が他の市町村に引っ越した場合等には、制度上、新
旧の両市町村に対して、申告が必要。

※ 二輪の小型自動車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車

○ 今後、新市町村への申告に基づき、新市町村から旧市町村にその旨を電子的に通知する仕組み
を構築し、納税者の手続負担の軽減を図る。

（注） 市町村間における情報伝達のオンライン化を全国統一的に行えるよう、現在取組を進めている税務システム標準仕様書に盛り
込むことによって対応。
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二輪車等に係る申告手続の簡素化（案）
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Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度

制度改正
★

（税機構）
団体間回送
システムの整備

（地方団体）
システム標準化

★ ★

課税実務

小型二輪

軽二輪

原付自転車・
小型特殊

軽三・四輪

制度施行（R8.4～）
税制改正

eLTAX システム開発等 運用（R8.4～）

第１版公表 第２版公表（税申告の簡素化の要件定義）

標準準拠システムへの移行

【現状維持】 J-LISからの軽ＭＯＴＡＳデータを活用して課税客体の異動を捕捉

○小型二輪・軽二輪
全軽自協 支部等が税申告書を回収し、同一都道府県内の転出元・転出先市町村の双方に回

送していることが多い。

○原付自転車・小型特殊
転出先市町村において、転出元市町村の管轄車両の廃車申告（ナンバープレートの返納）を

受け付けた場合には、転出先市町村から転出元市町村に課税物件異動通知書を発送している

ケースが多い。

○全車両（軽三・四輪除く）
すべての団体で標準準拠システ
ムへの移行が完了し、団体間回送
システムによる情報連携を開始。
・ 転出先市町村では、標準準拠
システムの「回送データ生成機
能」（仮称）を活用し、団体間回送
システムに回送データをアップ
ロード

・ 転出元市町村では、団体間回
送システムから回送データをダ
ウンロードし、基幹税務システム
に取り込む

などの運用を想定。

関係者間での調整
（同一都道府県内の転出元市町村あて回送が不要となるため、契約内容の調整が必要か）

○ 新市町村から旧市町村への通知を適正かつ効率的に行うため、全国統一的にオンライン化を図る必要がある。
したがって、新制度への移行については、令和７年度末までの全市町村における標準準拠システムへの移行に併せ
て、運用開始を予定。

○ 現在、原動機付自転車・小型特殊自動車の所有者が転出した際に、新市町村から旧市町村に発出している課税物
件異動通知書についても、併せてオンライン化を実施。

二輪車等に係る申告手続の簡素化 今後のスケジュール（案）
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